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1 適用 

(1) この個別要綱（以下「本個別要綱」といいます。）は、株式会社イーネットワークシステムズ（以

下「当社」といいます。）が、お客さまとの間で当社が別途定める電気供給約款「グリーンプラ

ン・RE100 TypeA（GRAK）」、「グリーンプラン・RE100 TypeA（GRA）」または「基本料金ゼロプラ

ン・RE100（GRAZ）」のいずれか（変更された場合は、変更後のものをいい、以下「低圧約款」とい

います。）の適用がある低圧の需給契約（以下「需給契約」といいます。）を締結する場合におい

て、当該お客さまの需要場所が別紙に定める太陽光発電所が設置された建物（以下「T's garden」

といいます。）であるときに適用される CO2フリーメニュー（T's garden太陽光）に関する基本的

条件を定めるものです。 

(2) CO2フリーメニュー（T's garden太陽光）において当社が提供する電気は、別紙に定める太陽光発

電所（以下「T's garden太陽光」といいます。）において発電された電気（当該発電所から生じる

CO2排出量ゼロの価値（以下「T's garden産環境価値」といいます。）を用いて CO2排出量を調整

したものに限り、以下「T's garden産電気」といいます。）になります。 

(3) 当社は、CO2排出量の調整にあたり、当社が T's garden太陽光から調達した非化石証書を活用する

ものとします。 

(4) 本個別要綱は、低圧約款と一体のものとし、かつ、当社とお客さまとの間の需給契約の内容をなす

ものとして適用します。ただし、本個別要綱に定める事項について、低圧約款に異なる定めがある

場合は、当該事項については、低圧約款によらず、本個別要綱の定めを適用するものとします。 

(5) 本個別要綱は、次の供給区域に適用します。ただし、電気事業法第 2条第 1項第 8号イに定める離

島には適用しません。 

供給区域 

東京電力パワーグリッド株式会社供給区域 

   

2 本個別要綱の変更 

当社が、本個別要綱を変更する場合には、低圧約款 2（供給約款の変更）によるものとします。 

 

3 本個別契約の成立および適用期間 

(1) CO2フリーメニュー（T's garden太陽光）の提供に係る契約（以下「本個別契約」といいます。）

は、T's gardenを需要場所とするお客さまの当該メニューへの申込みに対して、当社が承諾したと

きに成立します。なお、当該メニューへの申込みは、T's gardenを需要場所とするお客さまに限

り、当社が定める方法にて受け付けます。 

(2) CO2フリーメニュー（T's garden太陽光）の適用期間は、本個別契約が成立した日直後の検針日

（成立日からの期間が短い場合、さらに翌月の検針日とする場合があります。）から需給契約が終

了する日までとします。 

(3) お客さまは、本個別要綱の適用に際して、当社が法令に定める供給条件の説明、契約締結前の書面

交付および契約締結後の書面交付を、原則として、低圧約款 51（お客さまの承諾）に定める方法に
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より行なうことをあらかじめ承諾するものとします。 

(4) 低圧約款の適用がある需給契約が終了した場合、またはお客さまの需要場所が T's gardenでなく

なった場合、これに伴い本個別契約は当然に終了するものとします。 

 

4 T's garden産電気 

(1) T's garden産電気は、2022年 10月改定の RE100における技術要件に準拠するものとします。 

(2) 当社は、お客さまによる電力使用の状況、インバランス発生の有無および程度、T's garden太陽光

の事故または修繕、系統からの出力抑制依頼などやむを得ない事情により T's garden太陽光から

生じる電気および非化石証書が不足する場合は、T's garden太陽光以外から調達する電気および環

境価値を活用し、RE100における技術要件に準拠した CO2フリーメニューを提供するものとしま

す。 

(3) RE100における技術要件が改定された場合、当社は、改定後の RE100における技術要件に準拠した

電気を提供するものとします。ただし、改定後の RE100における技術要件の内容次第では、当社は

お客さまに対して、改定後の RE100における技術要件に準拠した電気の提供ができない場合があり

ます。 

(4) CO2 フリーメニューの適用条件について本個別要綱に定めのない事項は、低圧約款別表 3．（CO2 

フリーメニュー適用条件）によるものとします。 

 

5 電源構成 

(1) 当社は、CO2フリーメニュー（T's garden太陽光）の提供に先立ち、供給する電気について、T's 

garden産電気の調達計画を策定し、電源種別ごとの構成比率の計画値を算定します。 

(2) 当社は、供給した電気の電源種別ごとの構成比率の実績値を算定します。 

(3) 当社は、(1)および(2)で算定した電源種別ごとの構成比率の計画値および実績値を、原則として当

社ウェブサイトに掲載することにより、毎年お客さまにお知らせします。 

 

6 非化石証書の使用状況 

(1) 当社は、CO2フリーメニュー（T's garden太陽光）の提供に先立ち、供給する電気に用いる環境価

値について、T's garden太陽光に由来する非化石証書の調達計画を策定し、非化石証書の使用状況

の計画値を算定します。 

(2) 当社は、供給した電気に用いる環境価値について、非化石証書の使用状況の実績値を算定します。 

(4) 当社は、(1)および(2)で算定した非化石証書の使用状況の計画値および実績値を、原則として当社

ウェブサイトに掲載することにより、毎年お客さまにお知らせします。 
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別紙 「T's garden太陽光」一覧 

 

1. 【発電所名】T's garden稲城太陽光発電所 

【発電場所住所】東京都稲城市東長沼 3111-1 T's garden稲城 

 

2. 【発電所名】T's garden清瀬太陽光発電所 

【発電場所住所】埼玉県新座市新堀 3丁目 5-7 T's garden清瀬 

 


